
［Ⅰ］平成２１年度企画部事業計画（案）  

 

第 １  不 動 産 登 記 業 務 対 策 事 業 （ 不 動 産 登 記 法 委 員 会 ）  

１  通 常 業 務 対 策  

不 動 産 登 記 業 務 は 、 司 法 書 士 制 度 の 中 核 で あ り 、 他 の 士 業 と は 比

べ る ま で も な く 非 常 に 多 く の 市 民 と の 関 わ り を も つ 業 務 で あ る た め 、

国 民 の 権 利 を 保 護 す る と い う 使 命 の も と 、 会 員 全 体 が 高 度 な 執 務 を

行 う 必 要 が あ る と の 基 本 認 識 を 維 持 し 、 今 年 度 は 立 会 業 務 並 び に 登

記 識 別 情 報 に 関 連 す る 業 務 の 適 正 化 に 加 え 、 相 続 登 記 関 連 業 務 の 質

的 向 上 を 図 り た い 。  

（ １ ） 相 続 登 記 関 連 業 務 の 研 究 、 資 料 作 成 、 研 修 会 の 企 画  
 ①  相 続 登 記 業 務 マ ニ ュ ア ル の 作 成  

相 続 相 談 に 関 す る 事 情 聴 取・確認・調査・助 言 す べ き 事 項 等 に つ

いて  
 ②  相 続 に 伴 う 家 事 事 件 の 研 究  

特 別 代 理 人 、 相 続 放 棄 、 限 定 承 認 な ど の 実 務 等 に つ い て  
 ③  上 記 に 関 す る 研 修 会 の 企 画  

（ ２ ） 立 会 業 務 の 研 究 、 資 料 作 成 、 研 修 会 の 企 画  
 ①  前 年 度 作 成 し た 実 務 資 料 の 充 実  
 ②  宅 地 建 物 取 引 業 に か か る 重 要 事 項 の 研 究 、 資 料 作 成  
 ③  上 記 に 関 す る 研 修 会 の 企 画  

 
２  オ ン ラ イ ン 申 請 利 用 促 進  

当 会 の 司 法 書 士 認 証 カ ー ド 取 得 率 並 び に オ ン ラ イ ン 利 用 率 は 、 全

国 平 均 に 比 し て 圧 倒 的 な 数 値 を 達 成 し て い る 。 こ れ は 、 ① 定 款 電 子

認 証（ 印 紙 代 軽 減 、嘱 託 オ ン ラ イ ン 化 ）、② 登 記 手 数 料 等 値 下 げ（乙

号 オ ン ラ イ ン ）、③ オ ン ラ イ ン 申 請 の「 特 例 方 式 」導 入 な ど の オ ン ラ

イ ン 促 進 策 等 に 対 す る こ れ ま で の 当 会 の 取 組 み と 、 会 員 の 高 度 な 意

識 に 裏 付 け ら れ た 不 断 の 努 力 に よ り 成 さ れ た も の で あ る と 言 え る 。  
しかし、現 状 の オ ン ラ イ ン 利 用 状 況 に 甘 ん じ るわけにもいかない。

昨 年 ９ 月 内 閣 Ｉ Ｔ 戦 略 本 部 は 「 オ ン ラ イ ン 利 用 拡 大 行 動 計 画 」 を 公

表 し 、 登 記 手 続 全 体 の オ ン ラ イ ン 利 用 率 を 平 成 ２ ３ 年 度 末 ま で に ５

７ ％ 、 ２ ５ 年 度 末 ま で に ７ １ ％ と す る 目 標 値 を 設 定 し た 。 ま た 、 そ

の た め の 取 組 み と し て 、「 乙 号 申 請 の ソ フ ト ウ ェア改善による格段の

操 作 性 向 上 」、「 登 記 手 数 料 の 半 額 」 な ど の 方 針を打ち出している。  
現 状 に お け る 不 動 産 登 記 オ ン ラ イ ン 申 請 は 、 か な り の 手 間 ・ 負 担



 

が か か る も の で あ る が 、 オ ン ラ イ ン 申 請 に 対 応 す る こ と は 甲 号 申 請

に お け る「 対 抗 要 件 の 早 期 取 得 」、「 登 録 免 許 税 の 軽 減 」、乙号 申 請 に

お け る 「 登 記 手 数 料 の 軽 減 」 と い う 国 民 の 権 利 及 び 利 益 の 保 護 に 直

結 す る も の で あ っ て 、 司 法 書 士 と し て は こ の オ ン ラ イ ン 申 請 へ の 対

応 は 避 け ら れ な い も の と 考 え ら れ る 。「 乙 号 オ ン ラ イ ン 」についても、

既 に 私 書 箱 ま た は 窓 口 に よ る 交 付 が 始 ま っ て お り 、 今 後 の オ ン ラ イ

ン 環 境 の 改 善 を 待 つ こ と な く 、積 極 的 に 取 り 組 ん で い く 必 要 が あ る 。 

３  そ の 他  

  債権 譲 渡 ・ 動 産 譲 渡 登 記 を 利 用 し た Ａ Ｂ Ｌ 融 資 （ 不 動 産 、 保 証 人

に 過 度 に 依 存 せ ず 、 企 業 が 有 す る 債 権 や 動 産 等 の 流 動 資 産 を 一 体 と

し て 担 保 と す る 融 資 手 法 ） に 関 連 す る 登 記 ・ 相 談 業 務 に つ い て も 司

法 書 士 業 務 と し て 確 立 さ せ る た め に 研 究 す る ほ か 、 登 記 識 別 情 報 制

度 等 に 対 す る 今 後 の 法 制 度 の 改 正 動 向 に も 注 視 し 、 随 時 対 応 し て い

く 必 要 が あ る 。  

 上 記 に つ き 、 委 員 会 （ ５ ～ ６ 名 ） を 組 織 し て 対 処 し て い き た い 。  
 予 算  事  業  費   金  ５ ０ ， ０ ０ ０ 円 （ 研 究 用 書 籍 購 入 等 ）  

    旅 費 日 当   金２ ５ ０ ， ０ ０ ０ 円 （ ※ １ ）  

    計      金３ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円  

※ １  1 時間 900 円 ×6 名×4 時 間 ×6 回 ＋ 旅 費  ≒  約 250,000 円  

 

 

第 ２  商 業 法 人 登 記 業 務 対 策 事 業 （ 企 業 法 務 委 員 会 ）  

１  事 業 承 継 対 策  

  この「 事 業 承 継 問 題 」に 関 し て は 、「 経 営 承 継 円 滑 化 法（ 平 成 ２ ０

年 １ ０ 月 １ 日 施 行 。 た だ し 、 遺 留 分 特 例 に つ い て は 平 成 ２ １ 年 ３ 月

１ 日 施 行 。）」 に よ り 、 ① 遺 留 分 の 民 法 特 例 、 ②事業承継時の金融支

援 、 ③ 事 業 承 継 税 制 の 基 本 的 枠 組 み な ど が 定 め ら れ 、 法 制 ・ 税 制 の

面 か ら は 概 ね 基 盤 整 備 が な さ れ て い る 。  
し か し 、 こ れ ら の 制 度 は 事 業 承 継 計 画 を 円 滑 に す る た め の ツ ー ル

に 過 ぎ ず 、 そ の い ず れ も 「 事 業 承 継 の 総 合 的 な 計 画 」 が な け れ ば 十

分 な 活 用 は で き な い 。 事 業 承 継 の 相 談 で は 、 そ の 企 業 が 抱 え る 様 々

な 事 象 を 聴 取 ・ 分 析 し 、 こ れ に 会 社 法 ・ 税 務 の 知 識 を 活 用 し た 対 策

を と る こ と が 要 求 さ れ る 。 そ の 際 の ツ ー ル と し て こ れ ら の 制 度 が 利

用 で き る の で あ っ て 、 ま ず 根 本 と し て 求 め ら れ る こ と は 、 企 業 か ら

寄 せ ら れ る 幅 広 い 相 談 内 容 へ の 対 応 及 び 総 合 的 な 事 業 承 継 計 画 の 作

成 な の で あ る 。  
し た が っ て 、 こ の 事 業 承 継 計 画 の 作 成 実 務 の 習 得 は 、 企 業 法 務 全



 

体 に つ い て の 司 法 書 士 業 務 の 質 的 向 上 に 資 す る も の と 考 え る 。 司 法

書 士 が 行 う 商 業 法 人 登 記 業 務 ・ 企 業 法 務 相 談 の 質 的 向 上 を 図 り 、 中

小 企 業 経 営 者 と の 関 わ り を よ り 強 い も の に し て い く こ と に よ っ て 、

中 小 企 業 に 関 わ る 国 民 の 権 利 保 護 に 資 す る こ と が で き る と の 基 本 認

識 を 今 年 度 も 維 持 し 、 前 年 度 か ら の 取 組 み で あ る 「 事 業 承 継 問 題 」

へ の 研 究 を 継 続 し て 行 い た い 。  

２  そ の 他  

  商業 法 人 登 記 業 務 の 質 的 向 上 、 商 業 法 人 登 記 に お け る オ ン ラ イ ン

申 請 対 策 、 社 団 ・ 財 団 法 人 制 度 の ほ か 法 人 制 度 全 体 の 理 解 ・ 実 務 習

得 も 重 要 で あ る が 、 今 年 度 は 前 項 の 事 業 に 力 点 を お き 、 そ の 他 の 分

野 に つ い て は 必 要 に 応 じ て 取 り 組 む こ と と し た い 。  
 
 上 記 に つ き 、 委 員 会 （ ５ ～ ６ 名 ） を 組 織 し て 対 応 し て い き た い 。  
 予 算  事  業  費   金  ５ ０ ， ０ ０ ０ 円 （ 研 究 用 書 籍 購 入 等 ）  

    旅 費 日 当   金２ ５ ０ ， ０ ０ ０ 円 （ ※ １ ）  

    計      金３ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円  

 ※１  1 時間 900 円×6 名×4 時間×6 回＋旅費  ≒  約 250,000 円  

 

 

第 ３  多 重 債 務 対 策 事 業 （ 多 重 債 務 対 策 委 員 会 ）  

多 重 債 務 問 題 へ の 取 組 み は 、 最 終 的 に 「 貧 困 、 格 差 、 自 殺 」 と い

う 社 会 構 造 の 問 題 へ の 取 組 み に 至 り 、 現 在 も 国 ・ 自 治 体 を 挙 げ て の

対 策 が 続 い て い る 。 自 治 体 、 金 沢 弁 護 士 会 、 北 陸 財 務 局 な ど が 多 重

債 務 相 談 窓 口 を 新 た に 設 置 、 あ る い は 拡 充 し た こ と に よ っ て 、 当 会

に 寄 せ ら れ る 多 重 債 務 相 談 は 一 時 減 少 傾 向 を 見 せ て い た が 、 今 年 に

入 っ て 再 び 増 加 に 転 じ て い る 。 昨 今 の 金 融 危 機 に 起 因 す る 世 界 同 時

不 況 か ら 雇 用 不 安 も 生 じ 、 今 後 、 多 重 債 務 相 談 が さ ら に 増 加 す る こ

と も 予 想 さ れ る 。  
今 年 度 も 、継 続 し て こ の 問 題 に は 重 点 的 に 取 り 組 み 、自 治 体 そ の

他 関 係 機 関 と の 連 携 を 図 り 、相 談 員 の 派 遣 な ど を 通 じ て 多 重 債 務 者

の 掘 り 起 こ し を 図 る と と も に 、多 重 債 務 相 談 員 の 情 報 共 有 化 、新 規

相 談 員 及 び 受 託 者 を 拡 充 し て い く ほ か 、会 員 の 多 重 債 務 実 務 の 質 的

向 上 を 図 る た め に 新 た な 判 例 、貸 金 業 法 の 動 向 な ど に 随 時 対 応 し て

い き た い 。  

１  対 内 事 業  

（ １ ） 研 修 事 業  

 ①  倒 産 法 （ 民 事 再 生 法 、 破 産 法 な ど ）  講 師 ： 外 部 講 師 Ｄ Ｖ Ｄ  



 

 ②  債 権執行              講 師 ： Ｄ Ｖ Ｄ  

 ③  貸 金 業 法 （ 信 用 情 報 機 関 等 ）     講 師 ： 財 務 局 担 当 官  

 ④  過 払訴訟              講 師 ： Ｄ Ｖ Ｄ  

 ⑤  多 重 債 務 実 務 基 礎 講 座 （ 初 心 者 向 ）  講 師 ： 未 定  

   ク ラ ス 制 （ １ ０ 名 程 度 ）、 シ リ ー ズ 制 の 集 中 講 座  

（ ２ ） 執 務 サ ポ ー ト 事 業  

 ①  メ ー リ ン グ リ ス ト の 継 続  

 ②  多 重 債 務 情 報 共 有 掲 示 板 （ オ ン ラ イ ン ス ト レ ー ジ 又 は ホ ー ム ペ

ー ジ ） の 立 上 げ  

（ ３ ） 研 究 事 業  

 ①  過 払 訴 訟 の 判 例  

２  対 外 事 業  

（ １ ）地 方 自 治 体 ほ か 関 係 機 関 と 相 互 に 協 力 体 制 を 構 築 し て「 掘 り 起

こ し 」 を 推 進 す る 。  

（ ２ ） 自 殺 予 防 対 策  

石 川 県 （ 障 害 保 険 福 祉 課 ） か ら の 要 請 に 基 づ い て 多 重 債 務 対 策 に

協 働 す る 。  

３  そ の 他  

多 重 債 務 問 題 改 善 プ ロ グ ラ ム か ら 要 請 さ れ る 事 項  
 

上 記 に つ き 、 委 員 会 （ ５ ～ ６ 名 ） を 組 織 し て 対 応 し て い き た い 。  
 予 算  事  業  費   金１ １ ０ ， ０ ０ ０ 円 （ ※ １ ）  

    旅 費 日 当   金８ ７ ０ ， ０ ０ ０ 円 （ ※ ２ ）  

    計      金９ ８ ０ ， ０ ０ ０ 円  

※ １  研 究 用 図 書 費 等         50,000 円  

  多重 債 務 情 報 掲 示 板 の 作 成 ・ 管 理 費     60,000 円  

 ※ ２  日 当 （ 委  員  会） 900 円 ×6 名×4 時 間 ×10 回 ＝  216,000 円  

 旅費（ 委  員  会 ） 4,000 円×6 名×10 回＝   240,000 円  

 日 当 （ 研 修 講 師 ） 20,000 円×10 回＝    200,000 円  

  旅 費 （ 研 修 講 師 ） 4,000 円×2 名×10 回＝    80,000 円  

 日当（ そ  の  他 ） 900 円×2 名×3 時間×10 回＝   54,000 円  

旅 費 （ そ  の  他） 4,000 円×2 名×10 回＝    80,000 円  
 

 

第 ４  消 費 者 問 題 対 策 事 業 （ 消 費 者 委 員 会 ）  

平 成 ２ ０ 年 ６ 月 １ ８ 日 に 改 正 特 定 商 取 引 法 、割 賦 販 売 法 が 公 布 さ



 

れ 、そ の 施 行 は 公 布 後 １ 年 ６ ヵ 月 以 内（ 一 部 は 既 に 施 行 さ れ 、２ 年

６ ヵ 月 後 に 施 行 さ れ る 部 分 も あ る 。） と さ れ て お り 、 本 年 １ ２ 月 頃

に 基 本 部 分 で あ る「 指 定 商 品 制・割 賦 要 件 の 廃 止 」、「 ク レ ジ ッ ト 契

約 の ク ー リ ン グ オ フ 」等 が 施 行 さ れ る 。悪 質 商 法 被 害 へ の 取 り 組 み

に あ た っ て は 、こ れ ら 改 正 法 だ け で な く 消 費 者 契 約 法 の 習 熟 も 重 要

で あ り 、 相 談 業 務 の た め に も 必 要 不 可 欠 で あ る 。  

ま た 、 振 込 詐 欺 や ヤ ミ 金 被 害 等 に つ い て 、「 犯 罪 利 用 預 金 口 座 等

に 係 る 資 金 に よ る 被 害 回 復 分 配 金 の 支 払 等 に 関する法律」が平成２

０ 年 ６ 月 ２ １ 日 施 行 さ れ 、司 法 書 士 の 関 与 が 可 能 と さ れ て い る 。更

に 近 時 の 本 会 主 催 の 相 談 会 で は 、こ れ ま で 当 会 が 重 点 的 に 取 り 組 ん

で い な か っ た 分 野 で あ る 交 通 事 故 や 労 働 問 題 等 に 関 す る 相 談 が 増

加 す る 傾 向 に あ る な ど 、こ こ 数 年 、司 法 書 士 に 求 め ら れ る 法 的 サ ー

ビ ス は 多 様 化 し 、消 費 者 問 題 に 対 す る 司 法 書 士 の 執 務 姿 勢・意 識 を

よ り 積 極 化 さ せ る 必 要 が 生 じ て き て い る 。  
そ こ で 、今 年 度 は 、第 一 に 改 正 特 定 商 取 引 法・割 賦 販 売 法 施 行 後

に お い て 、会 員 が 実 務 を 円 滑 に 行 う こ と が で き る よ う 法 令 を 研 究 し 、

そ の 成 果 を 会 員 に 周 知 す べ く 研 修 会 を 開 催 し た い 。  

ま た 、今 後 司 法 書 士 の 関 与 が 可 能 か つ 必 要 と さ れ る 分 野 に つ い て

も 同 様 に 研 究 を 重 ね 、そ の 成 果 を 会 員 に 周 知 す べ く 研 修 会 を 開 催 し

たい。  

１  特 定 商 取 引 法 、 割 賦 販 売 法 の 研 究  

２  消 費 者 相 談 等 へ の 対 応  

３  上 記 に 関 す る 研 修 会 の 企 画  

 
上 記 に つ き 、 委 員 会 （ ５ ～ ６ 名 ） を 組 織 し て 対 応 し て い き た い 。  

 予 算  事  業  費   金  ５ ０ ， ０ ０ ０ 円 （ 研 究 用 書 籍 購 入 等 ）  

    旅 費 日 当   金２ ５ ０ ， ０ ０ ０ 円 （ ※ １ ）  

    計      金３ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円  

 ※１  1 時間 900 円×5 名×4 時間×6 回＋旅費  ≒  約 250,000 円  
 
 
第 ５  新 法 令 対 応 等  

  「平 成 の 民 事 立 法 ラ ッ シ ュ 」 と 表 現 さ れ る ほ ど 、 こ こ 数 年 間 民 事

立 法 が 続 い て い る が 、 こ の 流 れ は 当 分 続 く も の と 予 想 さ れ る 。 民 法

（ 債 権 法 ） 改 正 、 非 訟 事 件 手 続 法 、 家 事 審 判 法 の 改 正 、 任 意 売 却 促

進 の た め の 担 保 権 消 滅 制 度 の 創 設 な ど 、 具 体 的 な 立 法 作 業 な い し 見

直 し 作 業 が 進 ん で い る も の の ほ か 、 改 正 の 検 討 を 要 す る 民 事 法 は 山

積 し て い る 状 況 に あ る 。 そ の 中 に は 民 法 の 物 権 法 や 親 族 法 も 含 ま れ



 

て い る よ う で あ る 。 当 会 の 今 年 度 事 業 と し て 、 こ れ ら 民 事 立 法 の 動

向 に 対 し て 具 体 的 な 活 動 を す る と い う こ と を 考 え て い る わ け で は な

い が 、 こ う し た 新 法 令 の 動 向 な い し 新 制 度 の 情 報 を 把 握 し て い く こ

と は 、 会 員 全 体 に と っ て 重 要 で あ る と 考 え ら れ る 。  
  事業 計 画 と し て 提 示 す る こ と は 難 し い が 、 具 体 的 な 立 法 動 向 に 対

し て 適 時 対 応 し て い く た め に 、 日 頃 か ら 情 報 収 集 に 努 め 、 会 員 の 執

務 に 必 要 な 事 項 に つ い て 研 究 し 、 研 修 会 等 で 情 報 伝 達 を 行 い た い 。  

 １  法 令 改 正 動 向 等 の 研 究 、 情 報 伝 達  
２  研 修 会 の 企 画 、 実 施  

 ３  企 画 部 会 （ ３ 回 程 度 ）  

 予 算  旅 費 日 当   金１ ０ ０ ， ０ ０ ０ 円 （ ※ １ ）  

 ※１  1 時間 900 円×5 名×4 時間×3 回＋旅費  ≒  約 100,000 円  

 
 
 
予 算 総 合 計   事  業  費   金   ２ ６ ０ ， ０ ０ ０ 円  

       旅 費 日 当   金 １ ， ７ ２ ０ ， ０ ０ ０ 円  

       合   計   金１， ９ ８ ０ ， ０ ０ ０ 円  


